特定事業所集中減算に係る算定手続について（平成２２年度前期）

山梨県福祉保健部長寿社会課

平成１８年４月の法改正による特定事業所集中減算の前期算定手続のお知らせをします。
	対象期間
	：
	平成２２年３月１日から平成２２年８月３１日まで

	減算対象期間
	：
	平成２２年１０月１日から平成２３年３月３１日まで

	算定手続
	：
	特定事業所集中減算算定結果報告書の計算式に基づき算定する。


〔算定方法の例〕

１　法人ごとに訪問介護、通所介護（認知症対応型通所介護を除く。）、福祉用具貸与の位置づけられたケアプラン数（介護予防は含まない。）を算定する。

（例）訪問介護の場合
①　株式会社Ａの割合

訪問介護が位置づけられたケアプラン２６件のうち、当該法人が有する事業所が含まれるケアプラン数は２４件なので、

２４÷２６×１００＝９２．３０７％→９２．３％となる。

②　社会福祉法人Ｂの割合

訪問介護が位置づけられたケアプラン２６件のうち、当該法人が有する事業所が含まれるケアプラン数は１８件なので、

１８÷２６×１００＝６９．２３０％→６９．２％となる。

（小数点以下２位を切り捨てる）

よって、訪問介護における紹介率最高法人は、株式会社Ａとなる。（以上の方法により、通所介護、福祉用具貸与についても同様に算定する。）

２　算定結果がいちばん高い法人が紹介率最高法人となるが、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与のいずれかで９０％を超えている場合は特定事業所集中減算の対象となる。（上記例では、紹介率最高法人は株式会社Ａで９２．３％のため、減算の対象となる。）


★〔算定結果が９０％を超えた事業所の場合〕

平成２２年９月１５日（水）必着で、「特定事業所集中減算算定結果報告書」を各保健福祉事務所長寿介護課に提出してください。期日までに提出ない場合は、介護報酬の不正受給等の観点から、指定取消処分の対象になる場合があります。
☆〔算定結果が９０％を超えなかった事業所の場合〕

「特定事業所集中減算算定結果報告書」及び添付書類を当該居宅介護支援事業所で２年間保存すること。

注）上記書類は、事業所実地指導の際に確認しますので、必ず保存してください。
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株式会社Ａが有する訪問介護事業所：イ事業所、ロ事業所


社会福祉法人Ｂが有する訪問介護事業所：ハ事業所、ニ事業所
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株式会社Ａ；１件,２件,３件・・・24件





社会福祉法人Ｂ；１件,２件・・・18件
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